
澂広報くろしお  №56　2010（平成22）年11月号

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

　
黒
潮
町
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

の
利
便
性
向
上
を
目
的
と
し
て
、

荷
稲
郵
便
局
と
上
川
口
郵
便
局
で

住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録
証
明
・

戸
籍
謄
抄
本
の
受
け
取
り
が
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
次
の
条
件
を
確
認
の
う
え
、

荷
稲
郵
便
局
ま
た
は
上
川
口
郵
便

局
で
交
付
請
求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱

い
時
間
は
平
日
の
午
前
９
時
か
ら

午
後
４
時
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
住
民
票
の
写
し
の
交
付
】

　
黒
潮
町
に
住
民
票
が
あ
る
方
で

請
求
者
本
人
ま
た
は
本
人
と
同
一

の
世
帯
員
の
方
に
限
り
交
付
で
き

ま
す
。

　
交
付
請
求
の
際
に
は
本
人
確
認

が
必
要
で
す
。
運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
な
ど
の
本
人
と
確
認
で

き
る
書
類
と
印
鑑
（
認
印
）
を
お

持
ち
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
年
金
な
ど
の
現
況
証
明
（
記
載

事
項
証
明
）
に
つ
い
て
は
、
郵
便

局
で
は
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
町
役
場
の
窓
口
で
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。

【
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
】

　
黒
潮
町
で
印
鑑
登
録
を
し
て
い

る
請
求
者
本
人
の
印
鑑
登
録
証
明

書
し
か
交
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。（
町
役
場
で
は
、

本
人
分
に
限
ら
ず
ご
家
族
の
方
な

ど
に
つ
い
て
も
印
鑑
登
録
証
が
確

認
で
き
た
場
合
は
、
交
付
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
が
、
郵
便
局
で
は

本
人
分
に
限
ら
れ
ま
す
。）

　
印
鑑
登
録
証
と
運
転
免
許
証
な

ど
の
本
人
と
確
認
で
き
る
書
類
と

印
鑑
（
認
印
）
を
お
持
ち
に
な
っ

て
く
だ
さ
い
。

【
戸
籍
謄
抄
本
の
交
付
】

　
黒
潮
町
が
本
籍
地
の
請
求
者
本

人
ま
た
は
本
人
と
同
一
の
戸
籍
に

記
載
さ
れ
て
い
る
方
に
限
り
交
付

で
き
ま
す
。

　
交
付
請
求
の
際
に
は
本
人
確
認

が
必
要
で
す
。
運
転
免
許
証
や
健

康
保
険
証
な
ど
の
本
人
と
確
認
で

き
る
書
類
と
印
鑑
（
認
印
）
を
お

持
ち
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

戸
籍
謄
抄
本
を
交
付
す
る
場
合
に

は
、
本
人
確
認
を
行
う
書
類
と
し

て
、
運
転
免
許
証
や
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
の
顔
写
真
付
き
の
も
の
は
１

つ
で
結
構
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の

健
康
保
険
証
な
ど
は
２
つ
以
上
提

示
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
役
場
担
当
者
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
発
行
さ
れ
ま
す

〜
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で
大

切
に
保
管
を
！
〜

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税

お
よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て

全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１

日
か
ら

１２
月

３１
日
ま
で
に
納
付
し

た
保
険
料
が
対
象
で
す
。

　
こ
の
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
平
成

２２
年
１
月
１

日
か
ら
９
月

３０
日
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

に
つ
い
て
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
、
本
年

１０
月
下
旬
か
ら

１１
月
上

旬
に
か
け
て
日
本
年
金
機
構
本
部

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
は
必
ず

こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収
証
書
）

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、

１０
月
１
日
か
ら

１２
月

３１

日
ま
で
の
間
に
今
年
は
じ
め
て
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

に
つ
い
て
は
、
来
年
の
１
月
下
旬

に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
も
、
ご

本
人
の
社
会
保
険
料
控
除
に
加
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
ご
家

族
あ
て
に
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書

を
添
付
の
う
え
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

　
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
」
に
つ
い
て

の
ご
照
会
は
、
控
除
証
明
書
の
は

が
き
に
表
示
さ
れ
て
い
る
年
金
事

務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
は
期

限
ま
で
に
提
出
し
ま
し
ょ
う
！

　
老
齢
や
退
職
を
支
給
事
由
と
す

る
年
金
は
、
雑
所
得
と
し
て
所
得

税
の
課
税
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
は
課
税

さ
れ
ま
せ
ん
。）

　
課
税
対
象
と
な
る
受
給
者
の
方

に
は
、
毎
年

１１
月
上
旬
ま
で
に
日

本
年
金
機
構
か
ら
「
扶
養
親
族
等

申
告
書
」
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、

１２
月
１
日
の
提
出
期
限
ま
で
に
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
申
告
に
よ
り
、
翌
年
中
に

受
け
ら
れ
る
年
金
に
か
か
る
所
得

税
の
源
泉
徴
収
税
額
が
決
ま
り
ま

す
。
も
し
提
出
を
忘
れ
る
と
各
種

控
除
が
受
け
ら
れ
ず
、
所
得
税
の

源
泉
徴
収
税
額
が
多
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
な
お
、
年
金
以
外
に
収
入
が
あ

る
方
は
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
日
本
年
金
機
構

　
幡
多
年
金
事
務
所
　

蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

荷
稲
郵
便
局
と
上
川
口
郵
便

局
で
住
民
票
・
印
鑑
証
明
・

戸
籍
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

平成23年分「扶養親族等申告書」が送付される方

65歳未満 年金額が108万円以上

65歳以上 年金額が158万円以上
年齢


